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２ 計画の位置づけ 

「鎌倉市障害者福祉計画」は「鎌倉市障害者基本計画」と「鎌倉市障害福祉サービス計

画」で構成されています。 

「鎌倉市障害者基本計画」は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画で

す。障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めに国が策定している「障害者基本計画」及び神奈川県の「かながわ障がい者計画」を基

本とし、鎌倉市における障害者のための施策に関する基本的な計画となります。福祉だけ

でなく、保健医療、教育、雇用・就労など、広い分野にわたって本市の障害者施策の総合

的な展開、推進を図るための計画に位置づけられます。 

「鎌倉市障害福祉サービス計画」は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障

害福祉計画及び児童福祉法第33条の20第１項に基づく市町村障害児福祉計画で構成され

ています。国の定める基本指針に即した、障害福祉サービス及び障害児通所サービス等の

提供体制の確保と業務の円滑な実施に関する計画となります。「鎌倉市障害者基本計画」

の中で、福祉・生活支援などの施策となっている障害福祉サービス及び障害児通所サービ

ス等の給付などに関して、具体的な成果目標や見込量などを設定するものです。 

「鎌倉市障害者福祉計画」は、「第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画」「鎌倉市地域福

祉計画」の部門別計画として、「鎌倉市高齢者保健福祉計画」「鎌倉市子ども・子育てき

らきらプラン」「鎌倉市健康づくり計画」「鎌倉市住宅マスタープラン」など、関連する

他の行政計画とも連携しながら施策の推進を図っていきます。 
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第２章 障害者の状況 

１ 障害者数 

令和２年（2020年）4月1日の鎌倉市の障害者数（身体障害者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳の所持者数）は、7,423人です。同日の鎌倉市総人口が、172,493人

であり、障害者の総人口に占める比率は約4.3％です。ただし、精神障害者保健福祉手帳

の所持者数は、神奈川県の統計値により、令和２年（2020年）3月31日現在の数となっ

ています。 

障害者手帳所持者数全体の推移は、平成28年度（2016年度）と比べ、5.1％の増加と

なっていますが、このうち特に精神障害者保健福祉手帳所持者数が、26.0％と大きな増加

率となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数が総人口に占める構成比率も、平成

28年度（2016年度）の0.68％から、令和2年度（2020年度）は0.86％に増えるなど、

年々上昇しています。身体障害者手帳所者数については、77.7％が65歳以上であるため、

人口の自然減の影響も受け、平成28年度（2016年度）からの4年間の増減率については、

1.5％減少しています。 

2-1-1 障害者手帳所持者数の推移 

総人口 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者 

保健福祉手帳 
合 計 

平成28年度 

（2016年度） 
172,755人  

4,943人 

（2.86％）

933人 

（0.54％）

1,186人  

（0.68％） 

7,062人 

（4.09％）

平成29年度 

（2017年度） 
172,352人  

4,974人 

（2.88％）

983人 

（0.57％）

1,241人  

（0.72％） 

7,198人 

（4.17％）

平成30年度 

（2018年度） 
172,194人  

4,924人 

（2.86％）

996人 

（0.58％）

1,321人  

（0.77％） 

7,241人 

（4.21％）

令和元年度 

（2019年度） 
172,321人  

4,935人 

（2.86％） 

1,028人 

（0.60％） 

1,397人  

（0.81％） 

7,360人 

（4.27％）

令和2年度 

（2020年度） 
172,493人  

4,869人

（2.82％）

1,060人 

（0.61％）

1,494人  

（0.86％） 

7,423人

（4.30%）

上記年度期間の

増減率 
▲0.2%  ▲1.5% 13.6% 26.0%  5.1% 

（資料）障害福祉課 各年度４月１日現在 

※ 人口は、平成27年国勢調査の確報値を基礎として住民基本台帳法及び戸籍法の定める届出等の増減を 

加算して推計したものです。 

※ （ ）内の数値は、総人口に対する割合 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、各前年度３月31日現在 
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５ 障害児支援の状況 

（１）鎌倉市における障害児支援体制の整備状況 

本市では昭和52年（1977年）に「障害児福祉センターあおぞら園（現：児童発達支

援センターあおぞら園）」を開設し、障害のある子どもへの支援を行ってきました。昭

和58年（1983年）に療育相談担当を設置し、神奈川県の補助事業として「地域療育シ

ステム推進事業」を開始し、乳幼児健診後のフォローグループや巡回相談事業などを行

ってきました。 

また、平成18年（2006年）には、ライフステージに応じた一貫した支援体制を整備

し、発達支援システムネットワークを設置しました。 

さらに、平成21年度（2009年度）には、発達が「少し気になる」という段階から相

談ができるよう、子育て支援の観点からこどもみらい部に発達支援室を設置し、早期発

見、早期支援の体制整備を進めてきました。 

平成20年度（2008年度）からは、発達障害等の早期発見、適切な支援のため、実施

対象園において5歳児すこやか相談事業を実施しています。段階的に実施対象園を増やし、

平成25年度（2013年度）からは鎌倉市在住のすべての5歳児（年中年齢児）を対象と

して実施しています。 

発達支援室において、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士、児童

指導員などの専門職が、支援を必要とする子どもの相談や支援を行っています。また、

幼稚園・保育園・認定こども園などに在籍する支援を必要とする子どもが地域社会で成

長していくことができるよう、専門職が園を訪問し園への助言を行う、巡回相談事業を

実施しています。 

令和元年度（2019年度）から、医療的ケア児の協議の場として、発達支援システム

推進協議会を位置づけました。また、令和2年度（2020年度）からは、より身近な地域

で相談を受けることができるようアウトリーチ型の相談として出張相談実施に向けた整

備を行っています。 

さらに、令和３年度（2021年度）からは、児童発達支援センターあおぞら園の運営

に関して、指定管理者制度を導入し、民間活力を生かし、更なる障害児支援の充実を図

ります。 

（２）発達障害児への支援 

発達障害は、発達障害者支援法において、「自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠

陥多動性障害、その他、これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に

おいて発現するもの」と定義されています。 

発達障害児は、得意なことと苦手なことの差が大きく得意なことは優れた能力を発揮

するため、周囲からは本人のわがままや親のしつけの問題と誤解されることも多く見受

けられます。発達障害児のすこやかな成長のためには、本人の特性に応じた環境調整と

周囲の理解が不可欠であり、発達障害に対する理解・啓発は発達障害児への支援として

重要であることから、保護者や支援者、一般市民を対象とした発達障害への理解・啓発

講演会を毎年実施しています。 
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また、平成29年度（2017年度）からは、身近な支援者の発達障害理解促進と具体的

な対応のスキルアップを目的とした人材育成のための講座を実施し、発達支援サポータ

ーの育成を行っています。 

他にも、育成した人材が地域の小・中学校でサポーターとして活動するしくみを構築

し、令和元年度（2019年度）から、活動を開始しています。令和2年度（2020年度）

からは、就学前のこどもが生活する場である幼稚園・保育園・認定こども園での実施に

向けてモデル園１園にてトライアル実施を行っています。 

2-5-1 療育、言語、リハビリ相談・巡回相談の受付件数 

新規相談受付件数 
巡回相談 

巡回数 相談件数 

発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ 発達 言語 リハビリ

平成29年度 

（2017年度） 
171件 106件 79件 57回 52回 28回 176件 100件 68件

平成30年度 

（2018年度） 
244件 100件 64件 53回 36回 29回 176件 76件 79件

令和元年度 

（2019年度） 
229件 124件 69件 66回 52回 28回 206件 122件 75件

（資料）発達支援室 

2-5-2 ５歳児すこやか相談事業の実施状況 
対象児童数 支援が必要な児童数 支援が必要な児童の割合

平成29年度 

（2017年度） 
1,264人 124人 9.8％

平成30年度 

（2018年度） 
1,145人 140人 12.2％

令和元年度 

（2019年度） 
1,157人 149人 12.8％

（資料）発達支援室 

2-5-3 児童発達支援センターあおぞら園の実利用児童数（児童発達支援） 
児童発達支援センターあおぞら園（児童発達支援）

（基本的生活習慣・情緒・社会性などの発達の援助）

平成29年度 

（2017年度） 
26人

平成30年度 

（2018年度） 
30人

令和元年度 

（2019年度） 
27人

（資料）発達支援室 

2-5-4 発達支援指導実利用児童数 

①リハビリ指導

（転びやすい・手先が不器用

  などの感覚運動発達の指導）

②言語指導

（ことばの遅れ・発音が 

不明瞭・吃音などの指導）

③発達指導

（友だちとのかかわりや集団

生活上の心配に対する個別指導

やグループ指導） 

平成29年度 

（2017年度） 
64人 78人 46人

平成30年度 

（2018年度） 
52人 98人 62人

令和元年度 

（2019年度） 
42人 112人 79人

（資料）発達支援室 
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【参考】ハローワーク藤沢管内の状況 

2-7-6 ハローワーク藤沢管内の人口 
人口 構成比率 

鎌倉市 172,071人 19.2%

藤沢市 434,752人 48.5%

茅ヶ崎市 241,854人 27.0%

寒川町 48,400人 5.3%

合 計 897,077人 100.0％

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」  令和2年（2020年）3月１日現在 

2-7-7 雇用状況 
（企業全体の常用労働者数が45.5人以上の事業主から、報告を求め、集計作成したもの） 

ハローワーク藤沢（現所管） 

企業数 355箇所

常用雇用労働者数 63,367.5人

常用雇用障害者数 1,254.5人

実雇用率 

平成29年度 

（2017年度）
1.86%

平成30年度 

（2018年度）
1.93％

令和元年度 

（2019年度）
1.98％

雇用率達成企業割合

平成29年度 

（2017年度）
50.6%

平成30年度 

（2018年度）
44.9％

令和元年度 

（2019年度）
44.9％

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」  令和元年（2019年）６月１日現在 

※ 法定雇用率は民間企業（従業員43.5人以上）が2.3%、国、地方公共団体等が

2.6%、都道府県等の教育委員会が2.5％です。（令和３年（2021年）3月時点） 

※ 障害者数とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の合計です。 

重度障害者はダブルカウント、短時間労働者は0.5人として算定。 

2-7-8 ハローワーク藤沢における職業紹介状況 
新規求職申込件数 

身体障害者 知的障害者 精神障害者
その他 

障害者 
合計 

平成29年度 

（2017年度） 
277件 168件 528件 54件 1,027件 

平成30年度 

（2018年度） 
299件 172件 488件 38件 997件 

令和元年度 

（2019年度） 

前年度比 

220件 

73.5％ 

154件

89.5％

442件

90.5％

45件

118.4％

861件 

86.3％ 

就職件数 

身体障害者 知的障害者 精神障害者
その他 

障害者 
合計 

平成29年度 

（2017年度） 
76件 68件 169件 14件 327件 

平成30年度 

（2018年度） 
83件 90件 210件 11件 394件 

令和元年度 

（2019年度） 

前年度比 

65件 

78.3％ 

83件

92.2％

180件

85.7％

10件

90.9％

338件 

85.7％ 

（資料）藤沢公共職業安定所発行「業務概況」      令和元年（2019年）６月１日現在 
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第４章 障害福祉サービス等の見込量 

障害福祉サービス等の見込量は、国が基本指針で示す見込量の算定内容を参考に過去の

サービス量の実績値を分析し、地域の実情を踏まえた上で設定することとしています。 

本計画では、令和元年度（2019年度）に市が実施した「障害者福祉計画策定に係るア

ンケート調査（以下「アンケート調査」という。）」及び「鎌倉市障害福祉サービス提供

実態調査（以下「実態調査」という。）」の結果から障害者等のサービス利用に関する意

向や今後のサービス提供事業所の動向も勘案し、見込量を設定しました。 

なお、令和元年度（2019年度）の実績は令和2年（2020年）3月の実績であるため、

新型コロナウイルスの影響を受け、過去の実績と比較し数値が変動していると考えられる

サービスも見受けられます。そこで、見込み量についてはそのような背景も考慮した上で

算定しました。 

【参考】国の算定方式に基づいた見込量の算出方法 

過去のサービス量実績値を基に伸び率を求めます。今回は平成27年度（2015年度）

から令和元年度（2019年度）までの過去５か年分のサービス量の実績に係る伸び率を

求め、その伸び率をもとに、幾何平均を算出します。幾何平均は各年度の伸び率を掛

け合わせ、それの累乗根から求めます。掛け合わせた伸び率が４個であれば、その伸

び率の４乗根が幾何平均（A）となります。算出した幾何平均を、平成元年度（2019年

度）の実績値（B）に乗じ、各年度の見込量を計算しました。令和３年度（2021年度）

の見込量はBにAの２乗を掛けた数値、令和４年度（2022年度）の見込量はBにAの３乗

を掛けた数値、令和５年度（2023年度）の見込量はBにAの４乗を掛けた数値としてい

ます。 

※ 厚生労働省「障害福祉計画策定に係る実態調査及びＰＤＣＡマニュアル」より 

また、地域生活支援事業に関しては、各事業の特性や過去の実績等を踏まえて見込量を

算定しています。 

これらの見込量の確保に努め、強度行動障害や高次脳機能障害を含めた障害児者に対し

て、サービスの提供において適切な支援体制の充実を図ります。 

なお、第4章に記載されている事業所数及び定員総数は令和2年（2020年）4月1日時

点の状況となっています。ただし、令和元年度（2019年度）実績として記載されている

事業所数は令和2年（2020年）３月31日時点の状況となっています。 
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３ 鎌倉市障害者支援協議会 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」

において、障害者等への支援の体制の整備を図るため、市町村においては関係機関等によ

る協議会を設置することが定められています。本市では、「鎌倉市自立支援協議会」を平

成19年度（2007年度）に立ち上げました。その後、目的や趣旨をわかりやすくするため

に、平成28年度（2016年度）から「鎌倉市障害者支援協議会」に名称を変更しています。 

「鎌倉市障害者支援協議会（以下「協議会」という。）」は、地域の福祉、雇用、教育、

医療などの分野、障害当事者などの委員で構成され、地域の課題等について協議等を行い、

障害福祉の増進を図るためさまざまな取組を行っています。協議会はテーマごとの協議の

場となる複数の専門部会と、それを束ねる全体会から構成されています。協議会で協議を

した内容で、市の施策へ反映するべき内容については、鎌倉市障害者福祉計画推進委員会

へ提言をするという役割を担っています。 

鎌倉市障害者支援協議会関係図 

令和３年（2021年）３月31日現在 
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 資料編 

１ 計画策定の経過 

年度 実施月日 策定経過の項目 内容 

令
和
元
年
度
（
２
０
１
９
年
度
） 

令和２年 

１月 15 日～ 

１月 31 日 

アンケート調査 

(障害者福祉計画策定に

係るアンケート調査及

び障害福祉サービス提

供実態調査) 

・市内在住で障害福祉サービスをご利用中の方及び障害者

手帳をお持ちの 65 歳未満の方 

 障害福祉サービスを実施している法人等 

・郵送による配布回収 

・回収率：障害者福祉計画策定に係るアンケート調査 

18歳以上用 48.4％、18 歳未満用 59.7％ 

障害福祉サービス提供実態調査 72.1％ 

３月 

令和元年度(2019 年度)

第２回鎌倉市障害者福

祉計画推進会議 

書面開催 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画策定に係るアンケー

ト調査の実施について 

・次年度の計画策定スケジュールについて 

３月 

令和元年度(2020 年度)

第１回鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会 

書面開催 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画策定に係るアンケー

ト調査の実施について 

・次年度の計画策定スケジュールについて 

令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
） 

８月 12 日 

令和２年度(2020 年度)

第１回鎌倉市障害者福

祉計画推進会議 

・令和元年度障害者福祉計画推進状況報告書(案)について

・障害者福祉計画策定に係るアンケート調査の結果報告に

ついて 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画の策定について 

８月 25 日 

令和２年度(2020 年度)

第１回鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会 

・令和元年度障害者福祉計画推進状況報告書(案)について

・障害者福祉計画策定に係るアンケート調査の結果報告に

ついて 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画の策定について 

10 月 15 日 

令和２年度(2020 年度)

第２回鎌倉市障害者福

祉計画推進会議 

・令和元年度障害者福祉計画推進状況報告書(案)について

・障害者福祉計画策定に係るアンケート調査について 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画素案について 

10 月 20 日 

令和２年度(2020 年度)

第１回鎌倉市障害者支

援協議会全体会 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画素案について意見交

換を行った。 

10 月 27 日 

令和２年度(2020 年度)

第２回鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会 

・令和元年度障害者福祉計画推進状況報告書(案)について

・障害者福祉計画策定に係るアンケート調査について 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画素案について 

12 月 14 日 

令和２年度(2020 年度)

第３回鎌倉市障害者福

祉計画推進会議 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画(案)について 

・パブリックコメントの実施について 

12 月 22 日 

令和２年度(2020 年度)

第３回鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画(案)について 

・パブリックコメントの実施について 

令和３年 

１月５日～ 

２月５日 

意見公募手続 

（パブリックコメント）

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画(案)についての意見

公募手続きを実施 

・全 15 件の意見を受付 

３月２日 

令和２年度(2020 年度)

第４回鎌倉市障害者福

祉計画推進会議 

・パブリックコメントの結果について 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画(案)について 

３月 15 日 

令和２年度(2020 年度)

第４回鎌倉市障害者福

祉計画推進委員会 

・パブリックコメントの結果について 

・第６期鎌倉市障害福祉サービス計画(案)について 
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３ 障害者福祉計画策定に係るアンケート調査結果（概要版） 

Ⅰ 調査の概要 

（１）調査の目的 

令和３年度（2021年度）からの第６期鎌倉市障害福祉サービス計画（第２期鎌倉市障

害児福祉計画を含む）を策定するための基礎資料として、調査を実施しました。 

（２）調査対象 

鎌倉市民で障害福祉サービスをご利用中の方及び障害者手帳をお持ちの65歳未満の方. 

（令和２年（2020年）１月１日現在） 

（３）調査期間 

令和２年（2020年）１月15日から令和２年（2020年）１月31日 

（４）調査方法 

郵送による配布・回収 

（５）回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

18歳以上 1,129通 546通 48.4％ 

18歳未満 352通 210通 59.7％ 

（６）調査結果の表示方法 

・ 回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小

数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があり

ます。 

・ 複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという

見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・ クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純

集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数

項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラ

フを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・ 各回答において、回答者数が著しく少ないもの等は、比率が動きやすく分析には適さな

いため、サンプル数が 10 より少ない項目は参考として表示し、分析から除外していま

す。 
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９ 用語解説 

 あ行  

アウトリーチ（福祉：15頁） 

支援が必要であるにも関わらず届いていない方に対して、公共機関などが積極的に働き

かけて支援の実現を目指すことです。 

一般就労（基本：23･44･45頁 福祉：20･21･26･27･35･37頁） 

一般の企業等と雇用契約を結び労働者として各種労働関係法の適用のもと、賃金の支払

いを受ける形態をとる働き方。障害者の就労には障害を開示し働くオープン就労と障害を

開示しないで働くクローズド就労があります。障害を開示する場合、労働者側は就労にあ

たり事業主に合理的配慮を求めることや、ジョブコーチ等からの支援を受けることが可能

になり、事業主側も一定の労働条件を満たすと各種助成金受給や法定雇用率への算定等が

可能となります。 

医療機関（基本：36･43頁 福祉：35･39･42頁） 

医療法で定められた医療提供施設のこと。行政においては、病院、薬局、柔道整復師、

施術所、訪問看護ステーション、二次検診、義肢採型指導医の機関です。狭義においては、

病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設をい

います。 

医療的ケア児（福祉：15･29頁） 

人工呼吸器やたんの吸引、胃ろう等からの経管栄養などの医療的ケアを日常的に必要と

する障害のある子どものこと。新生児への医療技術の向上により、人数は年々増加してい

ます。日常生活の行動に支障はないものの医療的ケアを必要とする子どもなど障害児施策

の対象とならない子どもも広く含みます。 

インクルーシブ教育（基本：33頁 福祉：18頁） 

障害の有無に関わらず、子どもたちが互いの多様性を理解し、尊重できるような「地域

で共に学び、共に育つ」共生社会の実現を目指した教育のことです。インクルーシブ教育

の推進により、子どもたちの自立や社会参加に向けた「生きる力」の育成を目指し、子ど

もたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めることを目指します。 

ＳＰコード（エスピーコード）（基本：30･31頁） 

文字情報を内包した二次元コードの一種。ｗｏｒｄで作成された文書に対

して専用のソフトウェアを使うことでコードの作成ができ、紙に掲載された

情報(コード)を専用の読み取り装置で読み取ると、文字情報を音声で聴くこ

とが出来ます。読み取り装置は日常生活用具給付事業の対象となっていま

参照頁のうち、「基本」の記載については「第3期鎌倉市障害者基本計画」を、「福

祉」の記載については本計画「第６期鎌倉市障害福祉サービス計画」を指しています。
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サピエ図書館（基本：31頁） 

視覚障害の方や視覚による表現の認識に障害のある方に対して、日本点字図書館がシス

テム管理、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営するインターネット上の電子図書館。

点字やデイジーデーターをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などを提供するネッ

トワークとして全国の視覚障害者情報提供施設（点字図書館）や公共図書館、ボランティ

ア団体、大学図書館などの施設や団体が加盟し、情報を必要とする多くの方へのサービス

を行っています。 

サポートファイル（基本：47･48頁） 

特別な支援や配慮を必要とするこどもたちが、乳幼児期から成人期までのライフステー

ジにおいて、途切れることなく一貫した支援を受けられるように、成育歴や支援経過また

本人・家族の思いなどを記入したもの。教育の場や各種サービスの利用時などに支援者や

関係機関等と情報を共有するためのツールになります。 

  指定管理者制度（福祉：15･28頁） 

公的施設の管理権限を指定を受けた法人や団体に委任するものです。 

児童発達支援センター（基本：13･14･48頁 福祉：15･16･28頁） 

児童福祉法７条に規定される児童福祉施設。児童発達支援事業として通所により日常生

活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うとともに、地域

の中核的な支援施設としてその有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族の相談

支援、障害児を預かる施設への援助・助言等を行います。令和５年（2023年）末までにす

べての市町村に1箇所以上、設置することとされています。 

自閉スペクトラム症（福祉：15･18頁） 

厚生労働省における自閉スペクトラム症の定義は以下の通りとなっています。 

現在の国際的診断基準の診断カテゴリーである広汎性発達障害(PDD)とほぼ同じ群を指し

ており、自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害が含まれます。症状の

強さに従って、いくつかの診断名に分類されますが、本質的には同じ１つの障害単位だと

考えられています（スペクトラムとは「連続体」の意味です）。典型的には、相互的な対

人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動の偏り（こだわり)の３つの特徴が

現れます。 

自閉スペクトラム症の人は、最近では約100人に１～２人存在すると報告されています。

男性は女性より数倍多く、一家族に何人か存在することもあります。 

社会的障壁（基本：21･33頁 福祉：47頁） 

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁（バリア）とされるもの

のことです。 

社会における事物（利用しづらい施設や設備など）、制度（利用しにくい、わかりに

くい制度など）、慣行（障害のある方への思いこみなど）、観念（障害のある方への偏

見など）などの社会における生活のしづらさがこれにあたります。 





110 

障害保健福祉圏域（基本：52頁） 

障害保健福祉圏域は、市町村だけでは対応困難な各種のサービスを面的・計画的に整備

することにより、広域的なサービス提供網を築くため、複数市町村を含む広域圏域として

設定された圏域。神奈川県の障害保健福祉圏域は、横浜、川崎、相模原、横須賀・三浦、

湘南東部、湘南西部、県央、県西に分かれており、鎌倉市は横須賀・三浦圏域（横須賀

市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町）に属しています。 

  職場定着支援（福祉：21頁） 

一般就労で働く方の就労の継続を図るために、企業等関係機関と連携して就労に関する

支援を行います。支援方法は職場訪問や電話相談等多岐にわたり、障害者総合支援法に定

める就労定着支援の利用が困難な方が対象になります。 

自立支援医療（基本：12･43頁 福祉：13･14頁） 

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に移行され

ました。自立支援医療では、指定自立支援医療機関（具体的には受給者証に記載された医

療機関）において治療や調剤、訪問看護等を受ける必要があります。 

身体障害者手帳（基本：４･５･６･７･８･31頁 福祉：５･６･７･８･９頁） 

身体障害者福祉法に基づいて一定以上の身体障害がある方に対して都道府県知事等が交

付するものです。対象となる障害は、①視覚障害 ②聴覚または平衡機能の障害 ③音声

機能・言語機能またはそしゃく機能の障害 ④肢体不自由 ⑤内部機能障害(心臓、じん臓、

肝臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸の機能障害)があり、障害の程度により１級から６級

の等級が記載されています。 

身体障害者補助犬（基本：39頁） 

身体障害者補助犬とは、盲導犬（視覚障害者の歩行を助ける犬）、介助犬（肢体不自由

者の日常生活を助ける犬）、聴導犬（聴覚障害者の日常生活を助ける犬）の３種類を言う。

平成14年（2002年）には身体障害者補助犬法が制定され、国等が管理する施設や公共交通

機関等の利用において身体障害者補助犬の同伴を拒むことが禁止されました。 

  スクールアシスタント（福祉：18頁） 

小学校の通常学級に在籍する障害のある又は特別な配慮が必要な児童を対象に、担任教

諭等とチームを組んで学習指導や生活面での支援を行います。鎌倉市の会計年度任用職員

です。 

スクールカウンセラー（school counselor：SC）（基本：50頁） 

学校の教育相談体制、児童・生徒指導体制の中で、いじめ、暴力、不登校等の問題行動

や、発達の課題、精神科領域の問題、家庭環境や親子関係の課題等、児童・生徒が抱える

様々な課題について、児童・生徒、保護者、教職員に対し、心理的課題の解決に向け

てカウンセリングやアセスメント、コンサルテーション等を行う心理の専門性を有す

る者です。 
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 ま行  

民生委員・児童委員（基本：37･41頁） 

民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱する非常勤の特

別職の地方公務員。市町村の担当区域内における住民の生活状態を必要に応じ適切に把握、

要援助者の自立への相談や助言・必要な情報の提供、社会福祉事業者など関係機関との密

接な連携・活動支援、福祉事務所その他関係行政機関への協力などを職務とします。民生

委員は児童委員を兼ねています。 

盲ろう（基本：22頁） 

目（視覚）と耳（聴覚）の障害を併せもつこと。 

モニタリング（福祉：41頁） 

障害者総合支援法及び児童福祉法に定める計画相談支援を利用している方のサービスの

利用状況等を検証し、計画の見直しを行うことです。 

 や行  

ユニバーサルデザイン（基本：26頁） 

障害のある人だけでなく、年齢・性別・人種等に関わらずすべての人に使いやすい製

品・環境・情報のデザインを目指す考え方です。 

要約筆記者（基本：31･32頁 福祉：50頁） 

要約筆記は、聴覚障害者への情報保障手段の一つで、話されている内容を要約し、文字

として伝えること。主に第一言語を手話としない中途失聴者・難聴者などを対象としてい

ます。要約筆記作業に従事する通訳者のことを要約筆記者と呼んでいます。 

 ら行  

ライフステージ（基本：13･21･29･36･47･48頁 福祉：15･28頁） 

人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階のこと。幼年期・児童期・青年期・壮年

期・老年期などの区分があり、それぞれの段階に応じた節目となる出来事や課題に対して、

適切な支援が受けられるよう、総合的また体系的な仕組み作りが必要になります。 

理学療法士(physical therapist：PT) （基本：13頁 福祉：15頁） 

怪我や高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある方に、医師の指示の下、

運動機能の維持・改善、基本的動作の回復を目的として、運動、温熱、電気、水、光線な

どの物理的療法を行います。医療のみならず福祉、教育分野などの場でも支援を行う国家

資格のリハビリテーション専門職です。 

療育（基本：13･14･25･42･47･48頁 福祉：15･16頁） 

心身に障害のある児童について、早期に適切な治療等を行い、障害の軽減を図りなが

ら育成すること。「治療」と「育成」・「教育」等を合わせて作られた言葉です。 
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